
 

 

 

 

 

 

 

 

平成 2８年度 

 

 

第１回本巣市地域公共交通活性化協議会 

 

議    案 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日  時 平成 2８年１０月１８日(火)午後３時から 

場  所 本巣すこやかセンター ２階 地域交流室 

 

 

 

 

 

 



 

 

次    第 
 

 

 

   １ 開会のことば 

 

 

 

   ２ 副市長あいさつ 

 

 

 

   ３ 議 題 

      

第１号議案  会長、副会長及び監事の選任について        Ｐ１－４ 

 

 

         第２号議案  平成２８年度事業計画・予算（案）について     Ｐ５－６ 

 

 

 

 

４ その他 

  【２市２町広域公共交通連絡会議について】 

  ・広域公共交通の現状・問題点 

 

  【市営バス】 

・平成２７年度市営バス乗降データについて 

・平成２７年度本巣市市営バス利用者アンケート結果について 

・市営バスのルート再編について 

 

【岐阜バス】 

・平成２８年１０月運行ダイヤの改正について 

 

 

   ５ 閉会のことば 



第１号議案 会長、副会長及び監事の選任について  
 
 

会 長：          委員  
 

副会長：          委員  
 

監 事：          委員  
 
 
 
 
【参考】  
本巣市地域公共交通活性化協議会規約より  
 
 （役員）  
第６条 協議会に、次の役員を置く。  
 (1)会長 １人  
 (2)副会長 １人  
 (3)監事 １人  
２ 会長、副会長及び監事は、委員の中から選任する。  
３ 会長は会務を総理し、協議会を代表する。  
４ 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その

職務を代理する。  
５ 監事は会計を監査し、結果を会長に報告しなければならない。  
６ 会長、副会長及び監事は、相互に兼ねることはできない。  

 



第１号議案 資料 

本巣市地域公共交通活性化協議会規約 
 
 （目的） 
第１条 本巣市の総合的な交通施策を推進するため、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律

（平成１９年法律第５９号。以下「法」という。）第６条第１項の規定に基づき、地域公共交通総

合連携計画（以下「連携計画」という。）の作成に関する協議及び連携計画の実施に係る連絡調整

並びに道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）及び道路運送法施行規則（昭和２６年運輸省令

第７５号）の規定に基づき、市民生活に必要なバス等の旅客運送の確保を図り、実情に即した輸

送サービスの実現に必要となる事項を協議する。 
 
 （名称） 
第２条 協議会の名称は、本巣市地域公共交通活性化協議会（以下「協議会」という。）とする。 
 
 （事務所） 
第３条 協議会の事務所は本巣市文殊３２４番地、本巣市役所内に置く。 
 

 （事業） 

第４条 協議会は、第１条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

 (1) 連携計画の策定及び変更の協議に関すること。 

 (2) 連携計画の実施に係る連絡調整に関すること。 

 (3) 連携計画に位置づけられた事業の実施に関すること。 

 (4) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃・料金等に関すること。 

 (5) 市が運営する有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関すること。 

(6) 前各号に掲げるもののほか、当協議会の目的を達成するために必要なこと。 

 

 （組織） 

第５条 協議会は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する委員をもって組織する。 

(1) 学識経験者 

(2) 地域公共交通の利用者 

(3) 公共交通事業者及びその事業用車両の運転者が組織する団体 

(4) 関係する経済団体 

(5) 警察（公安委員会） 

(6) 関係行政機関 

(7) 本巣市 

(8) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者 

２ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

 （役員） 

第６条 協議会に、次の役員を置く。 

 (1)会長 １人 



 (2)副会長 １人 

 (3)監事 １人 

２ 会長、副会長及び監事は、委員の中から選任する。 

３ 会長は会務を総理し、協議会を代表する。 

４ 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。 

５ 監事は会計を監査し、結果を会長に報告しなければならない。 

６ 会長、副会長及び監事は、相互に兼ねることはできない。 

 

 （会議） 

第７条 協議会の会議（以下「会議」という。）は会長が召集し、その議長となる。 

２ 会議は委員の半数以上の出席がなければ議事を開くことができず、その議事において議決を要

する事項については、特別の定めがある場合を除くほか、出席委員（代理人を含む。以下同じ。）

の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

３ 会議は原則として公開とする。ただし、会議及び資料を公開することにより公正かつ円滑な議

事運営等に支障が生じると会長が判断した場合は、非公開で行うものとする。 

４ 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴く

ことができる。 

５ 委員は、会議に代理人を出席させることができる。ただし、学識経験者の委員は、この限りで

ない。 

６ 前各号に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

 

 （協議結果の尊重義務） 

第８条 協議会で協議が調った事項については、協議会の委員は、その協議結果を尊重しなければ

ならない。 

 

 （幹事会） 

第９条 協議会の業務を円滑に行うため、幹事会を置く。 

２ 幹事会は幹事長及び幹事で組織し、会長が指名する者をもって充てる。 

３ 幹事会は、必要に応じ、幹事長が召集し、その議長となる。 

４ 前各号に定めるもののほか、幹事会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

 

 （分科会） 

第１０条 第４条各号に掲げる事項について専門的な調査、検討を行うため、必要に応じ協議会に

分科会を置くことができる。 

２ 分科会の組織、運営その他必要な事項は、会長が別に定める。 

 

 （事務局） 

第１１条 協議会の業務を処理するため、協議会に事務局を置く。 

２ 事務局は本巣市総務部総務課に置く。 

３ 事務局に事務局長、事務局員を置き、会長が定めた者をもって充てる。 



４ 事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

 

 （経費の負担） 

第１２条 協議会の運営に要する経費は、負担金、補助金、及びその他の収入をもって充てる。 

 

 （財務に関する事項） 

第１３条 協議会の予算編成、現金の出納その他財務に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

 

 （協議会が解散した場合の措置） 

第１４条 協議会が解散した場合には、協議会の収支は、解散の日をもって打ち切り、会長であっ

た者がこれを精算する。 

 

 （委任） 

第１５条 この規約に定めるもののほか、協議会の事務の運営上必要な細則は会長が別に定める。 

 

   附 則 

１ この規約は、平成２０年３月２７日から施行する。 

２ 協議会の設立初年度の役員の選任については、その任期は、第５条第２項の規定にかかわらず、

平成２２年３月３１日までとする。 

 

   附 則 

この規約は、平成２２年４月２０日から施行する。 

 

   附 則 

この規約は、平成２６年４月１日から施行する。 



第２号議案 

 

本巣市地域公共交通活性化協議会 

 

平成２８年度事業計画（案）   
 月 事  業  内  容 

 ４ <4/1>  委員委嘱 

 

 ５  アンケート集計作業等 
 ６  

 ７  
 ８  

 ９  

 10 ＜10/18（火）＞第１回協議会 

 

 

 

 

 

 11  

 12  

 １ 市民参加型ワークショップ開催 
 
第１回幹事会 
第２回協議会 

 
 ２   

３ 第２回幹事会 

第３回協議会 

 

本巣北部線、本巣・糸貫線、真正線利用者アンケート調査 

 
 

●平成２８年度事業計画・予算(案)について 

●２市２町広域公共交通連絡会議の取り組み内容について 

●市営バスのルート再編について 

●運行実績等について 

●利用者アンケート結果について 

●その他 



 

 

平成２８年度予算（案） 
＜収入の部＞                                 （単位：千円） 

 款  項  目 28年度予算額 27年度予算額

 

増減額 摘   要 

負担金 負担金 負担金 ３７ ０ ３７  

本巣市負担金 

          計 ３７ ０ ３７  

 

＜支出の部＞                                                           （単位：千円） 

 款  項  目 28年度予算額 27年度予算額

 

増減額 摘   要 

運営費 会議費 会議費 ３１ ０ ３１  

報償費               24千円

  委員３名及び幹事１名に対する者

（ただし、行政関係機関の者及び事業

者を除く） 

飲物代                7千円

  協議会・幹事会開催に係るもの 

事務費 事務費 ６ 

 

０ ６  

通信運搬費 

消耗品費、役務費など 

 事業費 事業費 ０ ０ ０  

          計 ３７ ０ ３７  

※ 支出予算の款項目間の流用は、協議会財務規程第５条に基づき会長において行うことができる。  



































H2８本巣市市営バス（本巣･糸貫･真正地域）利用者アンケート 
 

本巣市市営バスをより使いやすく魅力的なバス路線にするために皆様のご意見をお伺いします。 
  

[ 本巣北部線 ／ 本巣・糸貫線 ／ 真正線 ] 
 

問１．本日乗車したバス停と目的地を教えてください。 
 
  乗車（         ）バス停    目的地（         ） 

 

問２．あなたの年齢は？（あてはまる番号に○） 

１ ２０歳未満    ２ ２０歳代    ３ ３０歳代    ４ ４０歳代 

５ ５０歳代     ６ ６０歳代    ７ ７０歳以上 

 

問３．あなたの性別は？（あてはまる番号に○） 

１ 男 性   ２ 女 性 

 

問４．あなたの世帯構成は？（あてはまる番号に○） 

１ 家族と同居(２を除く)  ２ 夫婦のみ 

３ １人暮らし       ４ その他（      ） 

 

問５．あなたの職業は？（あてはまる番号に○） 

１ 会社員(公務員含む)   ２ 自営業  ３ パート・アルバイト ４ 学 生（小・中・高・大）

５ 主 婦           ６ 無 職    ７ その他(     ) 

 

問６．どちらにお住まいですか？（あてはまる番号に○） 

１ 根尾地域   ２ 本巣地域   ３ 糸貫地域 

４ 真正地域   ５ その他（     ） 

 

問７．普段主に利用する交通手段は？（○は２つまで） 

１ マイカー                ２ 自転車                3 徒歩のみ 

４ 公共交通(バス・鉄道など)  ５ その他（      ） 

 

問８．自動車運転免許の保有は？（あてはまる番号に○） 

１ 持っている    ２ 持っていない 

 

問９．市営バスの主な利用目的は？（○は２つまで） 

１ 通 勤    ２ 通 学           ３ 買い物      ４ 通 院 

５ 観 光    ６ 公共施設への用事 ７ その他（      ） 

 

問10．市営バスの利用頻度は？（あてはまる番号に○） 

１ 週３日程度   ２ 週２日程度         ３ 週１日程度           ４ 月１日以上  

５ 年数日程度  ６ ほとんど利用しない  ７ その他（      ） 

 

 

（ ひきつづき裏面の記入もお願いします。 ） 
 

あてはまるものに〇を

付けてください。 

スーパー○○、○○病

院、○○駅など、具体

的にご記入ください。



問11．市営バスをよく利用する時間帯は？（○は２つまで） 

１ ８時～１０時   ２ １０時～１２時 

３ １２時～１４時  ４ １４時以降 

 

問12．市営バスへの乗り継ぎ(於：ﾓﾚﾗ岐阜ﾊﾞｽ停)を行いますか？ （あてはまる番号に○） 

１ よく行う    ２ ときどき行う    ３ ほとんど行わない 

 

問13．他の交通機関(岐阜バス､樽見鉄道等)への乗り継ぎを行いますか？ （あてはまる番号に○） 

１ よく行う    ２ ときどき行う    ３ ほとんど行わない 

     ↓          ↓            ↓ 

    問14へ       問14へ         問15へ 

 

問14．どの駅(バス停)で乗り継ぎを行いますか？（それぞれ1つずつあてはまる番号に○） 

[樽見鉄道] 

１ 本巣駅   ２ ﾓﾚﾗ岐阜駅  ３ 北方真桑駅  ４その他（      ）←駅名を記入 

[岐阜バス] 

１ 本巣市役所  ２ ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞﾓｰﾙ   ３ 北方ﾊﾞｽﾀｰﾐﾅﾙ  

４ モレラ岐阜  ５ その他（         ）←ﾊﾞｽ停名を記入 

 

問15．現在の市営バスの隔日運行についてどう思いますか？（あてはまる番号に○） 

１ 今のままでよい      ２ 毎日の運行を希望する   ３ 平日のみの運行でよい

４ 土日祝日のみの運行でよい。５ その他（                  ） 

 

問16．現在の市営バスのルートについてどう思いますか？（あてはまる番号に○） 

１ 今のままでよい    

２ 変更してほしい（                 ）←変更すべきルート[経由地又は行先]を記入 

３ わからない 

４ その他（                              ）←具体的に記入

 

問17．現在の市営バスの便数についてどう思いますか？（あてはまる番号に○） 

１ 今のままでよい  ２ 増便してほしい  ３ その他（             ）

 

問18．利用料金が必要となった場合、片道いくらまでの支払いであれば引き続き利用しますか？ 

１ １００円  ２ ２００円  ３ ３００円 ４ ５００円 ５ 無料が良い 

 

問19．市営バスについて、ご意見・ご希望がございましたらご記入ください。 

 

 

 

 

 

（例）料金、サービス、情報提供等 

（ ご協力ありがとうございました。この用紙はバスの運転手にお渡しください。 ） 

 

本巣市地域公共交通活性化協議会（本巣市総務課内） 

TEL（0581）34-5020 
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「本巣市市営バス(本巣･糸貫・真正地域)利用者ｱﾝｹｰﾄ調査」結果報告書 

 

１．調査の概要 

 

目  的 本巣市市営バス(本巣･糸貫・真正地域)は、運行ルート・ダイ

ヤについて、平成22年6月にｻｻﾕﾘﾊﾞｽ南部線(現:本巣･糸貫線)及

びもとﾊﾞｽ真正線(現:真正線)、平成23年10月に本巣北部線、平

成24年10月に本巣･糸貫線／真正線の再編、平成25年11月に

本巣北部線／本巣･糸貫線／真正線の新規バス停設置及びダイヤ

改変を行ってきた。 

そこで、現在の本巣市市営バスの利用実態や運行サービスの

改善要望等を把握するため利用者アンケート調査を実施した。 

（平成23年3月から毎年同様の調査を実施） 

調査対象 本巣市市営バス(本巣北部線/本巣･糸貫線/真正線)利用者全員(中

学生以上) 

調査方法 ・バス内の各座席にアンケート用紙を設置し、アンケート記入

を依頼。 

・記入後はバス運転手に提出。（運行委託業者に依頼） 

調査項目 ①利用者属性 

年齢、性別、世帯構成、職業、居住地 

②利用状況 

 乗降バス停、交通手段、運転免許の保有、利用目的、 

利用頻度、利用時間帯、乗り継ぎ 

③現在の運行体系について 

隔日運行について 

ルートについて 

便数について 

料金について 

その他 

調査期間 各路線 6日間 

 本巣北部線 ：平成28年4月13日(水)・15日(金)・18日(月)

            4月20日(水)・22日(金)・25日(月) 

 本巣･糸貫線 ：平成28年4月12日(火)・14日(木)・16日(土)

            4月19日(火)・21日(木)・23日(土) 

 真正線 ：平成28年4月12日(火)・14日(木)・16日(土)

            4月19日(火)・21日(木)・23日(土) 

回答人数   119人 

（本巣北部線 34人、本巣･糸貫線 53人、真正線 32人） 
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２．調査の結果 

（１）乗降場所バス停について 

   ・最も乗車数が多かったバス停は次のとおりであった。 

     本巣北部線…根尾川ガーデン  

本巣・糸貫線…宝珠ハイツ公園 

真正線…下真桑 

・目的地として最も多かったバス停は次のとおりであった。 

     本巣北部線…トミダヤ 

本巣・糸貫線…モレラ岐阜 

真正線…モレラ岐阜 

 

（２）年齢 

・｢７０歳以上｣の利用者が半数以上である。(本巣北部線は８割以上) 

・本巣・糸貫線では、２０歳以下の利用者がある。 

 
 

 

（３）性別 

   ・どの路線も｢女性｣の利用者が多い。（８割程度） 
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（４）世帯構成 

  ・どの路線も家族と同居が多い（本巣北部線では、夫婦のみ及び１人暮らし

の方はケアハウスもとすに入所している方が殆ど）。 

 

 

（５）職業 

・どの路線も｢無職｣の方が多いが、糸貫線、真正線では学生、パート・ア

ルバイトの利用者がある。 

 

 

（６）居住地 

・本巣北部線：利用者の全員が｢本巣地域｣である。 

・本巣・糸貫線：｢本巣地域｣の利用者が多い。 

・真正線：｢真正地域｣「糸貫地域」の利用者が多い｡ 
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（７）主な交通手段 

・｢公共交通｣の利用者が多い。｢マイカー｣の所有率はどの地域も大差がな

い。 

 

 

（８）自動車運転免許の保有 

・「保有なし」の方が多い。（８割以上） 

 

 

（９）主な利用目的 

・｢買い物｣の利用が多い。次いで「通院」が多く、その他には、「娯楽」、

「習い事」があった。 
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（10）市営バスの利用頻度 

   ・週２日以上の定期的な利用者が５割を超える。 

 

 

（11）市営バスの利用する主な時間帯 

   ・午前中(８時～12時)の利用者が多い。(全体の約７割) 

 

 

（12）市営バスへの乗り継ぎ 

   ・乗り継ぎを行う方がいる（全体で５割弱）。本巣・糸貫地域から真

正地域への移動がある。 

※H25.11～本巣・糸貫線及び真正線が同時刻にモレラ発となるようにした。 
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（13）他の交通機関への乗り継ぎ 

   ・乗り継ぎを行う方がいる。（全体で４割以上） 

   ・北部線では市役所で岐阜バスに、本巣・糸貫線、真正線ではモレラ

岐阜で岐阜バスへの乗り継ぎが多い。 

   ・北部線、本巣・糸貫線では樽見鉄道の本巣駅やモレラ岐阜駅への乗

り継ぎが多い。 

 
 

（14）乗り継ぎ地点 

  [樽見鉄道] 

 
 

  [岐阜バス] 

   ・モレラ岐阜での乗り継ぎが多い。 
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（15）市営バスの隔日運行について 

   ・｢今のままでよい｣が最も多い。次いで｢毎日の運行を希望｣が多い。 

 
 

 

（16）市営バスのルートについて 

   ・｢今のままでよい｣が全体では８割以上である。 

 
 変更を希望する人の意見（抜粋） 
  [本巣北部線] 
  ・本巣バロー行きを運行して欲しい。 
  ・自宅の前で下してください。 

[本巣･糸貫線] 
  ・北方ターミナルに行かず、モレラ方面に行きたい。時間の短縮になるから。 
  ・道の駅織部によって欲しい。 
  ・昼４時台に本巣駅⇒宝珠のルートが欲しいです。 

 [真正線] 
  ・まくわクリニックに停留所が欲しい 
  ・おんさい広場にて停車してほしい。 
  ・北方止まってほしい。 
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（17）市営バスの便数について 

   ・｢今のままでよい｣が最も多い。 

 
 変更を希望する人の意見（抜粋） 
 [本巣北部線]  

・樽見鉄道の大垣行の乗り換えが待ち時間が長いので、なるべく待ち時間が少なくなるように
してほしいです。 

 [本巣・糸貫線] 
・できることなら、もう少し本数が多いととてもありがたいです。そのためにも料金を取るこ

とは、仕方のないことだと思います。なくなることのほうが困りますから。 
 [真正線] 

・無料バスがあり、大変助かっています。これからも利用したいです。便が増えるともっと助
かります。 

 

 

（18）市営バスの料金について 

   ・「１００円」が最も多い。糸貫線、真正線では、次いで無料が良い

という回答が多かった。 
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（19）市営バスについてのご意見・ご希望 

 
 

 

 

 

＜参考＞利用者アンケート用紙 

 

 

（抜粋） 

【本巣北部線】 

・僻地住民にとって、最低限のサービス行政と思う。続行を希望してやみません。 

・お金が要らないのでありがたい。途中でも乗せてもらえてよい。運転手が親切で

よい。 

 

【本巣・糸貫線】 

・年をとると、車の運転をできる限り避けたいため、市営バスが走っているのは、

ありがたいです。できることなら、もう少し本数が多いととてもありがたいで

す。そのためにも料金を取ることは、仕方のないことだと思います。なくなるこ

とのほうが困りますから。 

・買い物に不便だから続けてください。 

・非常にうれしく思っています。感謝しています。このバスがなかったら、町へも

温泉へも出られません。友人にも会えません。 

・いつも利用させていただきありがとうございます。市バスのおかげでどこへでも

行くことができ、出会いがあり楽しい話もでき、年老いた（８１歳）私には、バ

スのある日が楽しみと生きがいです。本当に感謝いたしております。どうか、出

来る限り続けていただきたくお願いいたします。（お金はある程度出しても乗り

たいです）（運転手さんも親切にしてくださり、感謝しております） 

 

【真正線】 

・停留所の案内をしてほしい。次どこかわからない。市営バスではないが、岐阜バ

スで岐阜市民病院に行くのが不便です。 

・本巣バスを火、木、土と利用しています。 

・税金、ガソリン代、保険などあるので２台目の車は考えられないので主人が車を

利用するとき、私はバスを利用しています。 
















